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目 次

告告 示示

宮崎県告示第 224号

財務規則に基づくかいの指定（昭和39年宮崎県告示第 214号）の一部を次のように改正し、平成29年４月１日から施行する。

平成29年３月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

宮崎県財務規則（昭和39年宮崎県規則第２号）第２条第１号に規

定するかいを次のように指定する。

（１） ［略］

（２）～（５） ［略］

（６） ［略］

（７）～（９） ［略］

（10）・（11） ［略］

（12）～（15） ［略］

（16）～（18） ［略］

宮崎県財務規則（昭和39年宮崎県規則第２号）第２条第１号に規

定するかいを次のように指定する。

（１） ［略］

（２） 削除

（３）～（６） ［略］

（７） 削除

（８） 削除

（９） ［略］

（10） 削除

（11） 削除

（12） 削除

（13） 削除

（14）～（16） ［略］

（17） 削除

（18） 削除

（19） 削除

（20）・（21） ［略］

（22） 削除

（23）～（26） ［略］

（27）～（30） 削除

（31） 削除

（32）～（34） ［略］

（35） 削除

（36） 削除

（37） 削除

（38） 削除
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（19）・（20） ［略］

（21）～（23） ［略］

（24）～（27） ［略］

（28） ［略］

（29） ［略］

（30） ［略］

（31） ［略］

（32） ［略］

（33）～（35） ［略］

（36）～（38） ［略］

（39）～（41） ［略］

（39） 削除

（40）・（41） ［略］

（42） 削除

（43） 削除

（44）～（46） ［略］

（47） 削除

（48）～（51） ［略］

（52） 削除

（53） 削除

（54） ［略］

（55） 削除

（56） 削除

（57） ［略］

（58） 削除

（59） ［略］

（60） 削除

（61） ［略］

（62） 削除

（63） ［略］

（64）及び（65） 削除

（66）～（68） ［略］

（69） 看護大学

（70）～（72） ［略］

（73） 削除

（74）～（76） ［略］

宮崎県災害対策本部規程の一部を改正する告示をここに公表する。

平成29年３月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 225号

宮崎県災害対策本部規程の一部を改正する告示

宮崎県災害対策本部規程（昭和38年宮崎県告示第 381号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（本部員）

第４条 災害対策本部員は、宮崎県部設置条例（平成16年宮崎県条

例第４号）に規定する部の長、危機管理統括監、会計管理者、企

業局長、病院局長、教育長及び警察本部長をもって充てる。

別表第１（第５条関係）

（本部員）

第４条 災害対策本部員は、宮崎県部設置条例（平成16年宮崎県条

例第４号）に規定する部の長、会計管理者、企業局長、病院局長

、教育長及び警察本部長をもって充てる。

別表第１（第５条関係）

班部及び室

［略］

［略］

産業政策班

［略］

みやざき文化振興班

［略］

総合政策対策室

［略］

福祉保健班

指導監査・援護班

［略］

福祉保健対策室

［略］

［略］

企業振興班

［略］

商工観光労働対策室

班部及び室

［略］

［略］

フードビジネス推進班

［略］

文化文教班

［略］

総合政策対策室

［略］

福祉保健班

［略］

福祉保健対策室

［略］

［略］

産業振興班

［略］

商工観光労働対策室
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別表第２（第５条関係）

別表第３（第７条関係）

宮崎県災害対策本部事務分掌表

別表第２（第５条関係）

別表第３（第７条関係）

宮崎県災害対策本部事務分掌表

［略］ ［略］

［略］

産業政策課長産業政策班長

［略］

みやざき文化振興課長みやざき文化振興班長

［略］

［略］

指導監査・援護課長

福祉保健班長

指導監査・援護班長

［略］

企業振興課長企業振興班長

［略］

情報通信部長通信班長

［略］

［略］

フードビジネス推進課長フードビジネス推進班長

［略］

文化文教課長文化文教班長

［略］

［略］福祉保健班長

［略］

産業振興課長産業振興班長

［略］

通信部長通信班長

［略］

［略］

分 掌 事 務班 名部室名

［略］

［略］総合政

策対策

室

［略］産業政

策班

［略］

みやざ

き文化

振興班

［略］

［略］

１～３ ［略］福祉保

健班

福祉保

健対策

室

１ 社会福祉施設（長寿介護班、障がい福

祉班、健康増進班及びこども政策班の分

掌事務に属するものを除く。）の災害対

策及び被害調査に関すること。

指導監

査・援

護班

［略］

１ ［略］

２ 市町村保健センター（母子健康包括支

援センターを含む。）等の災害対策及び

被害調査に関すること。

健康増

進班

［略］

［略］

［略］商工観

光労働

対策室

［略］企業振

興班

［略］

［略］

［略］

分 掌 事 務班 名部室名

［略］

［略］総合政

策対策

室

［略］フード

ビジネ

ス推進

班

［略］

文化文

教班

［略］

［略］

１～３ ［略］

４ 社会福祉施設（長寿介護班、障がい福

祉班、健康増進班及びこども政策班の分

掌事務に属するものを除く。）の災害対

策及び被害調査に関すること。

福祉保

健班

福祉保

健対策

室

［略］

１ ［略］

２ 市町村保健センター（母子健康センタ

ーを含む。）等の災害対策及び被害調査

に関すること。

健康増

進班

［略］

［略］

［略］商工観

光労働

対策室

［略］産業振

興班

［略］

［略］

附 則

この告示は、平成29年４月１日から施行する。ただし、別表第２の改正規定（同表中「通信部長」を「情報通信部長」に改める部分に限
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る。）は、公表の日から施行する。

宮崎県告示第 226号

宮崎県野生動植物の保護に関する条例（平成17年宮崎県条例第84

号）第23条第１項の規定により、次のとおり重要生息地を指定する

。

平成29年３月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 名称

庵川東入江重要生息地

２ 指定の区域

門川町の庵川東入江

３ 指定の区域の保護に関する指針

茨 野生動植物の個体群の生息・生育のために確保すべき環境

庵川東入江は、カニ漁や鮎漁の実施、船の出入りが度々見ら

れるが、入江の環境に影響を与える行為は行われておらず、重

要な水生生物が生息し、及び植物が生育している。

芋 生息・生育環境の維持のための管理の方針

当該区域は、これまで、環境調査等の保護活動が行われてお

り、今後もこれらの活動が継続的に行われることが重要である

。また、流入河川の水質等に十分配慮するように努め、観察会

などの啓発活動も必要である。

宮崎県告示第 227号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成29年３月30日から平成29年４月13日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成29年３月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

309．36．7～

35．5

旧宮崎市高岡

町浦之名字

越ケ迫4217

番４地先か

ら同市同町

浦之名字宮

ノ下4182番

１地先まで

赤谷橋

山線

県道359

309．39．1～

48．0

新

宮崎県告示第 228号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成29年３月30日から平成29年４月13日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成29年３月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成29年３月30日宮崎市高岡

町浦之名字

越ケ迫4217

番４地先か

ら同市同町

浦之名字宮

ノ下4182番

１地先まで

赤谷橋

山線

県道359

宮崎県告示第 229号

港湾法（昭和25年法律第 218号）第３条の３第１項の規定により

定めた細島港港湾計画を次のとおり変更した。

平成29年３月30日

細島港港湾管理者 宮崎県

代表者 宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 港湾計画の変更の概要

平成28年宮崎県告示第 247号によりその概要を告示した細島港

港湾計画について変更した事項は、次のとおりである。

員 土地造成及び土地利用計画

イ 土地利用計画

変更前

用途面積（ヘクタール）地区名

埠頭用地
ふ

19工業港

港湾関連用地12〃

工業用地185〃

交通機能用地2〃

緑地2〃

埠頭用地
ふ

34白 浜

港湾関連用地1〃

工業用地21〃

交通機能用地6〃

危険物取扱施設用地6〃

緑地1〃

埠頭用地
ふ

7商業港

交通機能用地2〃

緑地12〃

変更後

用途面積（ヘクタール）地区名

埠頭用地
ふ

19工業港

港湾関連用地12〃

工業用地189〃

交通機能用地2〃

緑地2〃

埠頭用地
ふ

34白 浜

港湾関連用地1〃

工業用地22〃

交通機能用地6〃

危険物取扱施設用地6〃
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緑地1〃

埠頭用地
ふ

7商業港

交通機能用地2〃

緑地12〃

２ 港湾計画の縦覧の場所

宮崎市橘通東２丁目10番１号 宮崎県県土整備部港湾課

日向市大字日知屋字新開 17371番地の２ 宮崎県北部港湾事務

所

訓訓 令令

公印規程の一部を改正する訓令をここに公表する。

平成29年３月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

訓令第２号

本 庁

各出先機関

公印規程の一部を改正する訓令

公印規程（昭和37年訓令第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表（第２条関係）別表（第２条関係）

公印管守者使用範囲個数印影の寸法

（ミリメートル）

印影のひな形種 類

［略］

［略］各 出 先 機

関 の 印

宮崎県立看

護大学長

卒業証書用１方 45

宮 崎 県

立 看 護

大 学 印

［略］

国保・援護

課長

［略］

宮 崎 県

知 事 印

［略］

［略］

宮 崎 県

知 事 印

宮崎県立看

護大学長

看護大学授

業料等の徴

収に関する

規則に基づ

く諸事務用

１方 27

宮 崎 県

知 事 印

［略］

［略］各 出 先 機

関 の 長 印

宮崎県立看

護大学長

小型帳票用１方 15

宮 崎 県

立 看 護

大 学 長 印

戦 傷 病 者 特

援 用

宮 崎 県

知 事 印

廃 棄 物 処 理 法

専 用

宮 崎 県

知 事 印

宮 崎 県

立 看 護

大 学 印

看 護 大 専 用

宮 崎 県

知 事 印

宮 崎 県

立 看 護

大 学 長 印

公印管守者使用範囲個数印影の寸法

（ミリメートル）

印影のひな形種 類

［略］

［略］各 出 先 機

関 の 印

［略］

指導監査・

援護課長

［略］

宮 崎 県

知 事 印

［略］

［略］

宮 崎 県

知 事 印

［略］

［略］各 出 先 機

関 の 長 印

戦 傷 病 者 特

援 用

宮 崎 県

知 事 印

廃 棄 物 処 理 法

専 用

宮 崎 県

知 事 印
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［略］［略］

福祉保健課

長
生活保護事

務用
１方 21

宮 崎 県

福 祉 事 務

所 長 印

［略］

［略］宮崎県総合

農業試験場

薬草・地域

作物センタ

ー所長印

［略］

国保・援護

課長
生活保護事

務用
１方 21

宮 崎 県

福 祉 事 務

所 長 印

［略］

［略］宮崎県総合

農業試験場

薬草・地域

作物センタ

ー所長印

宮崎県立看

護大学学生

部長
一般公文書

用
１方 21

宮 崎 県 立

看 護 大 学

学生部長印

宮崎県立看

護大学付属

図書館長

一般公文書

用
１方 21

宮崎県立看

護大学付属

図書館長印

［略］

生 活 保 護 専 用

宮 崎 県 福 祉

事 務 所 長 印

宮 崎 県 立

看 護 大 学

学 生 部 長 印

宮 崎 県 立 看

護 大 学 付 属

図 書 館 長 印

生 活 保 護 専 用

宮 崎 県 福 祉

事 務 所 長 印

附 則

この訓令は、平成29年４月１日から施行する。ただし、別表宮崎県福祉事務所長印の項の改正規定は、公表の日から施行する。

宮崎県職員研修規程の一部を改正する訓令をここに公表する。

平成29年３月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

訓令第３号

本 庁

各 出 先 機 関

労働委員会事務局

宮崎県職員研修規程の一部を改正する訓令

宮崎県職員研修規程（昭和44年訓令第12号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（趣旨）

第１条 この訓令は、別に定めるもののほか、地方公務員法（昭和

25年法律第 261号）第39条第２項の規定に基づき、知事の事務部

局及び労働委員会事務局に勤務する職員（以下「職員」という。

）の勤務能率の発揮及び増進のために行う研修に関し、必要な事

項を定めるものとする。

（研修の区分）

第３条 研修は、基礎研修、選択研修、指名研修、専門研修、派遣

研修及び職場研修に区分して実施する。

（基礎研修）

第４条 基礎研修とは、職員に、その職務を遂行するために必要な

知識、技能、その他基礎的教養を修得させることを目的として行

う研修をいう。

２ 基礎研修は、次のとおり区分する。

（１）・（２） ［略］

（３） 主任主事・主任技師研修

（趣旨）

第１条 この訓令は、別に定めるもののほか、地方公務員法（昭和

25年法律第 261号）第39条第２項の規定に基づき、知事の事務部

局及び労働委員会事務局に勤務する職員（以下「職員」という。

）の勤務能率の発揮及び増進のために行なう研修に関し、必要な

事項を定めるものとする。

（研修の区分）

第３条 研修は、基礎研修、パワーアップ研修、指名研修、専門研

修、派遣研修及び職場研修に区分して実施する。

（基礎研修）

第４条 基礎研修とは、職員に、その職務を遂行するために必要な

知識、技能、その他基礎的教養を修得させることを目的として行

なう研修をいう。

２ 基礎研修は、次のとおり区分する。

（１）・（２） ［略］

（３） ５年目研修
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（４）～（８） ［略］

（９） 再任用職員研修

（選択研修）

第４条の２ 選択研修とは、職員に、現在及び将来における能力の

開発及び向上に必要な知識若しくは技能又は教養を修得させるこ

とを目的として行う研修をいう。

２ 選択研修は、次のとおり区分する。

（１） 能力開発研修

（２） 教養研修

（派遣研修）

第６条 派遣研修とは、職員に、その職務を遂行するために必要な

知識又は技能を修得させることを目的として、職員を国、他の地

方公共団体若しくは学校その他の教育機関若しくは研究機関又は

外国のこれらの機関に派遣して行う研修をいう。

第３章 基礎研修、選択研修及び指名研修

（研修の実施）

第８条 基礎研修、選択研修及び指名研修（以下この章において「

研修」という。）は、自治学院長が実施する。

（研修生の選定）

第10条 基礎研修及び選択研修を受ける職員は、自治学院長が職員

のうちから選定するものとする。

２ ［略］

（専門研修）

第19条 専門研修は、本庁の部長、会計管理者、労働委員会事務局

長、本庁の課（室）長又は出先機関の長（以下この条において「

各所属長」という。）が実施する。

２・３ ［略］

（委任）

第27条 この訓令に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、

基礎研修、選択研修及び指名研修にあっては自治学院長が、専門

研修にあっては当該研修を実施する者が、派遣研修及び職場研修

にあっては総務部長がそれぞれ定める。

（４） 10年目研修

（５）～（９） ［略］

（パワーアップ研修）

第４条の２ パワーアップ研修とは、職員に、現在及び将来におけ

る能力の開発及び向上に必要な知識若しくは技能又は教養を修得

させることを目的として行う研修をいう。

（派遣研修）

第６条 派遣研修とは、職員に、その職務を遂行するために必要な

知識又は技能を修得させることを目的として、職員を国、他の地

方公共団体若しくは学校その他の教育機関若しくは研究機関又は

外国のこれらの機関に派遣して行なう研修をいう。

第３章 基礎研修、パワーアップ研修及び指名研修

（研修の実施）

第８条 基礎研修、パワーアップ研修及び指名研修（以下この章に

おいて「研修」という。）は、自治学院長が実施する。

（研修生の選定）

第10条 基礎研修及びパワーアップ研修を受ける職員は、自治学院

長が職員のうちから選定するものとする。

２ ［略］

（専門研修）

第19条 専門研修は、本庁の部長、会計管理者、本庁の課（室）長

又は出先機関の長（以下この条において「各所属長」という。）

が実施する。

２・３ ［略］

（委任）

第27条 この訓令に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、

基礎研修、パワーアップ研修及び指名研修にあっては自治学院長

が、専門研修にあっては当該研修を実施する者が、派遣研修及び

職場研修にあっては総務部長がそれぞれ定める。

附 則

この訓令は、平成29年４月１日から施行する。ただし、第１条、第４条第１項、第６条及び第19条第１項の改正規定は、公表の日から施

行する。

宮崎県職員の駐在に関する規程の一部を改正する訓令をここに公表する。

平成29年３月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

訓令第４号

本 庁

各出先機関

宮崎県職員の駐在に関する規程の一部を改正する訓令

宮崎県職員の駐在に関する規程（平成19年訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表（第２条関係）別表（第２条関係）

担当事務担当区域駐 在 場 所所属機関

［略］

移住相談対応及

びＵＩＪターン

就職支援に関す

ること。

［略］東京事務

所

担当事務担当区域駐 在 場 所所属機関

［略］

移住相談対応に

関すること。

［略］東京事務

所
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［略］

［略］雇用労働

政策課

［略］

［略］

［略］雇用労働

政策課 ＵＩＪターン就

職支援に関する

こと。

宮崎市錦町１番10号

（宮崎グリーンスフ

ィア壱番館内）

［略］

附 則

この訓令は、平成29年４月１日から施行する。

公公 告告

宮崎県土地利用基本計画（昭和56年宮崎県告示第 746号）を平成

29年３月27日付けで変更したので、国土利用計画法（昭和49年法律

第92号）第９条第14項において準用する同条第13項の規定により、

その要旨を次のとおり公表する。

なお、変更に係る土地利用基本計画（計画図）は、宮崎県総合政

策部中山間・地域政策課、高鍋町役場、新富町役場、木城町役場及

び川南町役場に備え置いて縦覧に供する。

平成29年３月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 変更の理由

計画図

林地開発許可を受けた開発行為によって森林でなくなり、今後

、森林としての利用・保全を図る必要がなくなったことから、森

林地域を変更する。

２ ５地域区分の変更の概要（面積は、計画図により計測したもの

）

茨 総括表 （単位：ヘクタール）

変更後の面積
変 更 面 積

変更前の面積区 分

差 引減増

88，747－－－88，747都市地域

306，902－－－306，902農業地域

592，005△1313－592，018森林地域

95，842湿湿湿95，842自然公園

地 域

192湿湿湿192自然保全

地 域

1，083，688△1313－1，083，701計

6，545－－－6，545白地地域

芋 変更内容の地域区分別概要 （単位：ヘクタール）

変 更 面 積

関係市町村名
変更に係る

５地域の名称 差 引減増

△１１湿高 鍋 町森 林 地 域

△１１湿新 富 町

△４４湿木 城 町

△７７湿川 南 町

正正 誤誤

正誤行段ページ

09湿 206湿３湿 017

湿新臼

09湿 206湿１湿 017

湿新臼

29

～

30

左５

09湿 206湿３湿 017

湿新臼

09湿 206湿１湿 017

湿新臼

39

～

40

右８

平成29年３月13日付け県公報（第2877号）中


	宮崎県公報　第2882号
	告示
	財務規則に基づくかいの指定の一部改正…（財政課）１
	宮崎県災害対策本部規程の一部を改正する告示…（危機管理課）２
	重要生息地の指定…（自然環境課）４
	道路の区域の変更…（道路保全課）４
	道路の供用の開始…（道路保全課）４
	細島港港湾計画の変更の概要…（港湾課）４

	訓令
	公印規程の一部を改正する訓令…（総務課）５
	宮崎県職員研修規程の一部を改正する訓令…（人事課）６
	宮崎県職員の駐在に関する規程の一部を改正する訓令…（行政経営課）７

	公告
	宮崎県土地利用基本計画の変更の公表…（中山間・地域政策課）８

	正誤
	平成29年３月13日付け県公報（第2877号）中…８



